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政
令
第
二
十
七
号

健
康
増
進
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
五
条
の
四
第
四
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。

健
康
増
進
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
施
設
）

第
三
条

法
第
二
十
五
条
の
四
第
四
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
専
ら
同
法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る

大
学
院
の
用
途
に
供
す
る
施
設
を
除
く
。
）
、
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
（
二
十
歳
未
満
の
者
が
主
と

し
て
利
用
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

各
種
学
校
（
二
十
歳
未
満
の
者
が
主
と
し
て
利
用
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

二

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
四
条
に
規
定
す
る
防
衛
大
学
校
及
び
防
衛
医
科
大
学
校
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三

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
職
業
能
力

開
発
短
期
大
学
校
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
大
学
校
及
び
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業

能
力
開
発
総
合
大
学
校

四

国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
九
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲

げ
る
業
務
に
係
る
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
の
施
設

五

独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に

係
る
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
の
施
設
（
二
十
歳
未
満
の
者
が
主
と
し
て
利
用
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

六

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第

十
六
条
第
六
号
に
規
定
す
る
施
設

七

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学

校
八

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
百
九
十
二
条
に
規
定
す
る
航
空
保
安
大
学
校
並
び
に
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同
令
第
二
百
五
十
四
条
に
規
定
す
る
海
上
保
安
大
学
校
及
び
海
上
保
安
学
校

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
二
十
歳
未
満
の
者
が
主
と
し
て
利
用
す
る
教
育
施
設
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
も
の

十

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診

療
所
及
び
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
産
所

十
一

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
薬
局

十
二

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
同
条

第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院

十
三

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
難
病
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

十
四

施
術
所
（
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
又
は
柔
道
整
復
師
が
そ
の
業
務
を
行
う
場
所
を
い
う

。
）
の
用
途
に
供
す
る
施
設
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十
五

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
事

業
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
若
し
く
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
保
育
所
等
訪
問
支
援
の

み
を
行
う
事
業
又
は
こ
れ
ら
の
み
を
行
う
事
業
を
除
く
。
）
、
同
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
援

助
事
業
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
子
育
て
短
期
支
援
事
業
、

同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
一
時
預
か
り
事
業
、
同
条
第
九
項
に

規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
、
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保

育
事
業
及
び
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
病
児
保
育
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
、
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童

福
祉
施
設
並
び
に
同
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
（
同
法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的

と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
六

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
十
七

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
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十
八

法
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
少
年
院
及
び
少
年
鑑
別
所

附

則

こ
の
政
令
は
、
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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理

由

健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
の
う
ち
、
受
動
喫
煙
に
よ
り

健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
高
い
者
が
主
と
し
て
利
用
す
る
施
設
で
あ
る
特
定
施
設
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


